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＜議案第７６号 堺市重度障害者医療費助成条例等の一部を改正する条例＞ 

堺市重度障害者医療費助成条例（昭和４８年条例第５４号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（医療証の提示） （医療証の提示） 

第７条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）が、

大阪府の区域内に所在する第３条第１項の規定による助成を取り扱う

健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定

する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第８８条第１項に規定す

る指定訪問看護事業者（以下これらを「医療機関」という。）におい

て、第３条第１項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機

関に医療証を提示しなければならない。ただし、受給者が、医療証の

提示に代えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定

する個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報

システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）

第２２条第１項に規定する利用者証明用電子証明書を利用して、受給

者の資格に係る情報（医療費の請求に必要な情報を含む。）の照会を

行うことにより、当該医療機関が当該情報を確認することができる場

合は、この限りでない。 

第７条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）が、

大阪府の区域内に所在する第３条第１項の規定による助成を取り扱う

健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定

する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第８８条第１項に規定す

る指定訪問看護事業者（以下これらを「医療機関」という。）におい

て、第３条第１項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機

関に医療証を提示しなければならない。ただし、受給者が、医療証の

提示に代えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定

する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第

３１９号）第１９条の１５の２第１項に規定する特定在留カード又は

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

に関する特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第１項に規定

する特定特別永住者証明書に記録された電子署名等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５

３号）第２２条第１項に規定する利用者証明用電子証明書を利用し

て、受給者の資格に係る情報（医療費の請求に必要な情報を含む。）

の照会を行うことにより、当該医療機関が当該情報を確認することが

できる場合は、この限りでない。 
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堺市ひとり親家庭医療費助成条例（昭和５５年条例第１５号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（医療証の提示） （医療証の提示） 

第６条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、

大阪府の区域内に所在する医療機関において、第３条第１項の規定の

適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなけれ

ばならない。ただし、受給者が、医療証の提示に代えて、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードに記録

された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に

関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する

利用者証明用電子証明書を利用して、受給者の資格に係る情報（医療

費の請求に必要な情報を含む。）の照会を行うことにより、当該医療

機関が当該情報を確認することができる場合は、この限りでない。 

第６条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、

大阪府の区域内に所在する医療機関において、第３条第１項の規定の

適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなけれ

ばならない。ただし、受給者が、医療証の提示に代えて、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード、出入

国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５

の２第１項に規定する特定在留カード又は日本国との平和条約に基づ

き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年

法律第７１号）第１６条の２第１項に規定する特定特別永住者証明書

に記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規

定する利用者証明用電子証明書を利用して、受給者の資格に係る情報

（医療費の請求に必要な情報を含む。）の照会を行うことにより、当

該医療機関が当該情報を確認することができる場合は、この限りでな

い。 
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堺市印鑑条例（昭和６２年条例第２０号）新旧対照表（第３条関係） 

現行 改正後（案） 

（端末機による印鑑登録証明書の交付） （端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第１４条の２ 前２条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード（電子

署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

（平成１４年法律第１５３号。以下「公的個人認証法」という。）第

２２条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が

記録されているものに限る。）又は電気通信事業法（昭和５９年法律

第８６号）第１２条の２第４項第３号ロに規定する移動端末設備（公

的個人認証法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証

明用電子証明書が記録されているものに限る。）を用いて、端末機

（地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子

計算機と接続されたものをいう。）に、これらの利用者証明用電子証

明書に係る暗証番号の入力その他の認証を行うことにより、印鑑登録

証明書の交付を受けることができる。 

第１４条の２ 前２条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード、出入

国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５

の２第１項に規定する特定在留カード若しくは日本国との平和条約に

基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成

３年法律第７１号）第１６条の２第１項に規定する特定特別永住者証

明書（これらのうち、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号。以下「公的

個人認証法」という。）第２２条第１項に規定する個人番号カード用

利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。）又は電気通

信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条の２第４項第３号ロに

規定する移動端末設備（公的個人認証法第３５条の２第１項に規定す

る移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限

る。）を用いて、端末機（地方公共団体情報システム機構の電子計算

機を経由して本市の電子計算機と接続されたものをいう。）に、これ

らの利用者証明用電子証明書に係る暗証番号の入力その他の認証を行

うことにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。 
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堺市子ども医療費助成条例（平成５年条例第２２号）新旧対照表（第４条関係） 

現行 改正後（案） 

（医療証の提示） （医療証の提示） 

第８条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、

大阪府の区域内に所在する医療機関において第４条第１項の規定によ

る助成を受けようとするときは、当該医療証を提示しなければならな

い。ただし、受給者が、医療証の提示に代えて、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードに記録された電

子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する利用者証

明用電子証明書を利用して、受給者の資格に係る情報（医療費の請求

に必要な情報を含む。）の照会を行うことにより、当該医療機関が当

該情報を確認することができる場合は、この限りでない。 

第８条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、

大阪府の区域内に所在する医療機関において第４条第１項の規定によ

る助成を受けようとするときは、当該医療証を提示しなければならな

い。ただし、受給者が、医療証の提示に代えて、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード、出入国管理及

び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５の２第１

項に規定する特定在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の

国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７

１号）第１６条の２第１項に規定する特定特別永住者証明書に記録さ

れた電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する利

用者証明用電子証明書を利用して、受給者の資格に係る情報（医療費

の請求に必要な情報を含む。）の照会を行うことにより、当該医療機

関が当該情報を確認することができる場合は、この限りでない。 
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